
5クーリング・オフの方法 
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■クーリング・オフの通知書例 

契約は、いったん成立すると一方の都合

で止めることはできません。しかし、訪問販

売や電話勧誘販売、連鎖販売取引に該当

する場合等には、「クーリング・オフ」という

制度により無条件で解約できることがあります。 

クーリング・オフの方法は、契約書を受け取っ

てから基本的に8日以内（連鎖販売取引の

場合は20日間）にハガキ等に書いて通知

するだけです。ハガキは両面をコピーして保

存し、簡易書留等にして証拠を残します。ク

レジット契約をしている場合は、クレジット会

社にも同じようにハガキを出します。 

クーリング・オフの詳細や不明な点は最寄

りの消費生活センターに相談しましょう。 



6 契約が取消しできる場合 
Ⅱ 契約・取引 

いつでも好きな時間にレッスンが受講でき

ると説明されて英会話学校の契約をしたのに、

実際には受講できる授業に限りがあり、予約

も取れない。勧誘時の説明と事実が違うの

で止めたい！ 
 

このように勧誘時に重要な項目について

事業者からうその説明を受け、それを事実だ

と思い込んで契約した場合は、消費者契約

法により、契約時点にさかのぼって、契約を

なかったことにできます。 

この他にも、「確実にもうかる」と言われて

契約した場合や、自宅などに営業員が居座り、

「帰ってくれ」といっても帰らず仕方なく契約

した場合も取消しができます。 

実際に取消しをしたいときには、契約した

時の状況を説明した文書を内容証明郵便な

どで事業者に通知することが必要です。取

消しができる期間には限りがありますので早

めに対応しましょう。※ また、契約書面や契

約説明時のメモは重要な証拠になるので大

切に保管しましょう。 
────────────────────────────── 

※取消しができる期間：事実を知った時から6ヶ月、契

約した時から5年。それを経過すると取消しができなく

なります。 
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